
1 

 

石巻市立病院売店等設置・運営事業者選定評価基準 

 

１ 目的 

  この基準は、石巻市立病院売店等設置・運営事業に係るコンペティションにおける提

案事業者のうちから、公平かつ最も有利な者を選定するため、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

２ 選定方法 

  コンペティション参加者が提出した提案書を審査するとともに、プレゼンテーション

とヒアリングを実施し、これらについて総合的に評価を行い、提案内容に関する評価が

最も高い者を優先交渉権者として選定する。 

 

３ 評価方法 

 (1) 評価機関 

   コンペティション参加者が提出した提案書等についての評価は、「石巻市立病院売

店等設置・運営事業者選定委員会」が行う。 
 

 (2) 評価項目 

   評価項目は、「石巻市立病院売店等設置・運営事業企画提案書作成要領」に定める

企画提案書の作成項目とする。 
 

 (3) 採点方法 

   項目ごとに５段階評価とし、各段階の配点は次のとおりとする。 
 

段階 提案の評価状態 配 点 

Ａ 非常に優れた提案 １０点 

Ｂ 優れた提案 ８点 

Ｃ 想定した水準にある提案（普通） ５点 

Ｄ 低い提案 ２点 

Ｅ 非常に低い提案 ０点 
 

 (4) 項目ごとの重み加算 

   別表の「評価表」のとおり、重要度に応じて、「１」から「３」までの重み加算を

項目ごとに設定する。 
 

 (5) 評価点数 

   項目ごとの配点に項目ごとの重み加算を乗じて得た点を評価点数とする。 
 

 (6) 評価点の算出方法 

   評価点の算出は、各委員の合議によって決定する。 

 

４ 優先交渉権者の決定 

 (1) 優先交渉権者の順位は、前記３の評価方法による高得点の順番とする。 
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 (2) 提案者が１者のみの場合には、評価の結果において、各選定委員が満点の６割以上

の評価を得た場合、当該提案者を交渉権者とし、満点の６割未満の場合には、交渉

権者なしとする。 

 

 

 

〔別表〕       評 価 表 

評価項目（企画提案書の作成項目） 
評価点数 

配点 重み加算 

1 事業の実績 １０・８・５・２・０ ２ 

2 本事業を行うに当たっての基本的な

考え方、コンセプト等 
１０・８・５・２・０ ２ 

3 店舗、自動販売機設置及び現金自動預

払機のレイアウト・設備機器等 
１０・８・５・２・０ ２ 

4 提供商品及び価格 １０・８・５・２・０ ３ 

5 利用者への配慮、ニーズ等への対応と

付加サービス 
１０・８・５・２・０ ３ 

6 緊急時の対応 １０・８・５・２・０ １ 

7 従業員の体制 １０・８・５・２・０ １ 

8 安全対策 １０・８・５・２・０ ２ 

9 その他特記事項、アピールポイント等 １０・８・５・２・０ １ 

10 加算額の提案 １０・８・５・２・０ ３ 
  

※配点は、各項目５段階評価でＡ：１０点、Ｂ：８点、Ｃ：５点、Ｄ：２点、Ｅ：０点 

※評価点数は、各項目ごとの配点に、項目ごとの重み加算を乗じた点数の合計 

全項目でＡ評価（１０点）の場合は、重み加算を加えて満点の２００点となる。 

 


